
 

 

   諫早市では、教育の機会均等と有為な人材を育成するため、向学心があるにもかかわらず  

経済的理由により高校等への就学が困難な方を対象に、令和８年度諫早市奨学生を下記により

募集します。 

諫早市奨学金は貸与であり、返還義務があります。将来、返還の義務等についても責任を持

てる方のみ出願してください。 
 

１ 募集期間 

 令和８年３月２日（月）から令和８年４月３０日（木）まで 

 

募集期間中に必要書類を教育総務課または各支所地域総務課あて提出してください。なお、

郵送の場合は、簡易書留郵便で教育総務課あて郵送してください。 
 
※日本学生支援機構や長崎県育英会などの他の奨学金との併給も可能です。 

 

２ 採用人数  ４０人 

 

３ 貸付の対象となる学校（高校等） 

（1） 高 等 学 校          

（2） 高等専門学校 

（3） 短 期 大 学          

（4） 大 学          

（5） 専修学校、各種学校及び学校教育法以外の法律の規定により、これらに準ずる教育を 

行う教育施設（修業年限が２年以上の課程に就学するものに限る。） 
 

４ 貸付月額 

区   分 貸付額（月額） 

高 等 学 校 

高 等 専 門 学 校 

専修学校（高等課程） 

     １０，０００円  

または ２０，０００円 

専修学校（専門課程） 

短 期 大 学 

大 学 

     １０，０００円 

または ２０，０００円 

または ３０，０００円 
 

５ 貸付する期間 

在学する学校の正規の修業期間 
 

６ 貸付する月 

毎年７月、８月、１２月に４か月分ずつ指定口座に振り込みます。 

令和８年度 諫早市奨学生募集のしおり 



７ 出願資格 

奨学生は、次の各号すべてに該当することが必要です。 

 （1） 経済的理由によって高校等への就学が困難な方であること 

（応募人数が採用人数を超えた場合は、世帯所得等により選考します。） 

 （2） 諫早市に１年以上（令和７年３月３１日以前から）住所を有する方の子であること 

 （3） 学業成績が良好であること 

（学業成績証明書の総合平均が、５段階評価でおおむね３．０以上を基準とします。） 

（4） 品行方正であること 

（学校から提出される奨学生推薦調書により判断します。） 

 

８ 出願必要書類 ※郵送や証明書等に係る費用は、出願者負担です。 

ア） 奨学生願書（別添）  

イ） 奨学生推薦調書（別添） 
令和８年３月に在籍する学校が作成したもの。 

未開封の封書とし、提出前に開封されたものは無効です。 

ウ） 学業成績証明書 

（直近３年分） 

複写防止加工がなされたもの以外は、未開封の封書とし、提出

前に開封されたものは無効です。 

例）・新入学時申請の場合⇒卒業校３年分 

・２年次の申請の場合 ⇒在学校１年分＋卒業校の２年分 

エ）兄弟の在学証明書 

（高校以上） 

世帯内の高校以上在学中の兄弟。 

令和 8年 4月に在籍する学校のもの。 

オ）世帯全員の特定個人情報利用

同意書（別添） 

（マイナンバー利用の同意書） 

※１人１枚記入 

＜応募者または法定代理人（父母）が提出する場合＞ 

来庁者の本人確認書類（顔写真付）の提示が必要です。 

例：個人番号カード、免許証、パスポートなど 

＜代理人が提出する場合＞ 

上記の確認書類以外に「委任状」の提出が必要です。 

※「オ」を提出する方は、下記の「カ、キ」は不要です。 

カ）令和６年分所得証明書 

（世帯内で所得がある方のみ） 

諫早市の場合は、別添「所得証明願」あり 

（令和７年１月１日現在お住まいの自治体で取得） 

キ）住民票 （世帯全員） 続柄のみ省略不可 

 

※上記必要書類の様式は、本市ホームページにも掲載しています。 

URL https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/84/1424.html 

 

令和８年２月９日（月）から公開予定。 

 

 

 

 

 

 

↓QR コード 



９ 選考及び採否決定の通知について 

 提出された奨学生願書及びその他の書類を選考資料とし、奨学基金運用委員会の審査を経

て、諫早市教育委員会が採否を通知します。（令和８年６月通知予定） 

 

１０ 奨学金の償還について 

 奨学金は無利子です。なお、貸付を受けた奨学金は、高校等を卒業した翌月の６か月後から

貸付を受けた期間の２倍の期間内に償還していただきます。 

 

１１ その他 

 （１） 奨学生に決定された方には、連帯保証人※１及び保証人※２が連署した誓約書を提出してい

ただきます。 

※１ 連帯保証人→奨学生の保護者で可とします。 

※２ 保 証 人→奨学生及び連帯保証人とは別世帯であり、１８歳以上で独立した生計を

営み、原則として市内に１年以上住所を有する方。 

（２） 奨学生に該当しなくなったときは、奨学生の決定を取り消します。 
 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞  

〒８５４－８６０１ 諫早市東小路町７番１号 

諫早市教育委員会 教育総務課 

TEL：０９５７－２２－１５００（内線３７１２） 


